
第７ 産業政策推進資金 

 

Ⅰ 重点政策推進融資 

 

１ 目的 

  県が戦略的に進める重点政策等に係る事業資金の融資を促進することで、本県産業の競争力強化 

及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。 

 

２ 定義 

  総則の２に定めるもののほか、本融資における用語の定義は次のとおりとする。 

用  語 定  義 

 戦略３産業 

 

 「新とちぎ産業成長戦略（令和３年３月栃木県策定）」において戦略３産業とし

て位置づける自動車産業、航空宇宙産業、医療福祉機器産業をいう。 

 とちぎ産業振

興協議会 

 

 

 企業・大学・金融機関・行政機関・産業支援機関等から構成する「とちぎ航空宇 

宙産業振興協議会（平成19年11月16日設立）」、「とちぎ自動車産業振興協議会 

（平成19年12月17日設立）」、「とちぎ医療福祉機器産業振興協議会（令和３年

５月18日改組）」をいう。 

 未来３技術 

 

「新とちぎ産業成長戦略（令和３年３月栃木県策定）」において未来３技術とし

て位置づけるAI・IoT・ロボット技術、光学技術、環境・新素材技術をいう。 

 とちぎ未来技

術フォーラム 

企業・大学・金融機関・行政機関・産業支援機関等から構成する「とちぎ未来技

術フォーラム（令和３年５月18日設立）」をいう。 

 フードバレー 

 とちぎ推進協 

 議会 

 農業、食品製造業、流通業、小売業、外食産業その他の食品関連産業の事業及び 

団体並びに大学・金融機関・行政機関・産業支援機関等から構成する「フードバ 

レーとちぎ推進協議会（平成22年11月19日設立）」をいう。 

 フードバレー 

 とちぎの推進 

 

 県内の良質で豊かな水や農産物を活かし、第１次産業から第３次産業まで関連す 

る産業が幅広く存在する食品関連産業の振興を図ることにより、「食」をテーマ 

に地域経済の成長・発展、ひいては本県全体の地域活性化を目指すものをいう。 

 農商工連携事 

 業 

 

 

 中小企業の経営の向上及び農林漁業経営の改善を図るため、中小企業者と農林漁 

業者とが有機的に連携して実施する事業であって、当該中小企業者及び当該農林 

漁業者のそれぞれの経営資源を有効に活用して、新商品の開発、生産若しくは需 

要の開拓又は新役務の開発、提供若しくは需要の開拓を行うものをいう。 

 観光立県躍進

プロジェクト 

 

 「とちぎ未来創造プラン（令和３年２月栃木県策定）」における重点戦略の一つ

であり、優れた歴史遺産や豊かな自然等の観光資源、東京圏との近接性等の強み

を生かした、魅力ある観光地づくりや観光誘客の推進を図るものをいう。 

 女性活躍推進 

 法 

 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27年法律第64号）をい

う。 

 地域未来投資 

 促進法 

 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律（平成19 

年法律第40号）をいう。 

 

 

 

 

 



３ 融資対象 

  次のいずれかに該当する中小企業者又は中小企業団体 

 融資対象１ 

 （戦略３産業） 

 とちぎ産業振興協議会の会員であって、県内に事業所を有するもの（新たに設

置する場合を含む。） 

 融資対象２ 

 （未来３技術） 

 とちぎ未来技術フォーラムの会員であって、県内に事業所を有するもの（新た

に設置する場合を含む。） 

 融資対象３ 

 (フードバレー) 

 フードバレーとちぎ推進協議会の会員であって、県内に事業所を有するもの 

 （新たに設置する場合を含む。） 

 融資対象４ 

 （観光） 

県内に事業所を有する者であって、次のいずれかに該当するもの（新たに設置

する場合を含む。） 

⑴ 県観光交流課長の認定を受けたもの 

⑵ 北関東観光連携保証制度を利用するもの 

 融資対象５ 

 （海外展開） 

 

 県内に事業所を有する者であって、海外展開により、県内事業所の閉鎖や従業

員の雇用調整（解雇等、従業員の雇用安定に影響を及ぼすもの）を伴わないも

の 

 融資対象６ 

 （健康・働き方） 

 

 

 

 

 県内に事業所を有する者であって、次のいずれかに該当するもの（新たに設置  

する場合を含む。） 

⑴ 県健康増進課等の「とちぎ健康経営事業所」の認定を受けたもの 

 ⑵ 女性活躍推進法第９条の規定に基づく「えるぼし」の認定を受けたもの 

 ⑶ 次世代育成支援対策推進法（平成15年法律第120号）第13条の規定に基づく 

「くるみん」の認定を受けたもの 

 ⑷ 県人権男女共同参画課の「男女生き活き企業」の認定を受けたもの 

 融資対象７ 

 （未来投資） 

 

 地域経済牽引事業計画について、地域未来投資促進法第13条第４項の規定に基  

づく栃木県知事の承認を受けた者であって、県内に事業所を有するもの（新た  

に設置する場合を含む。） 

 

４ 資金使途 

  次の表のとおりとする。 

 融資対象１ 

 （戦略３産業） 

 戦略３産業の振興のために必要な事業実施に係る運転資金及び設備資金 

 融資対象２ 

 （未来３技術） 

未来３技術の活用促進のために必要な事業実施に係る運転資金及び設備資金 

 融資対象３ 

 (フードバレー) 

 

 

 フードバレーとちぎの推進のために必要な次に掲げる事業実施に係る運転資金  

及び設備資金 

 ⑴ 食品関連産業分野に係る研究開発、製造、販路開拓等の事業 

 ⑵ 農商工連携事業 

 融資対象４ 

 （観光） 

 観光立県躍進プロジェクトの推進のために必要な事業実施に係る運転資金及び

設備資金 

  



 融資対象５ 

 （海外展開） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 海外展開のために必要な次に掲げる事業実施に係る運転資金及び設備資金 

 ⑴ 外国における支店、工場等の設置又は拡張に係る事業 

 ⑵ 出資割合が10％以上となる場合における外国法人の発行に係る株式又は出  

資の持分の取得 

 ⑶ 出資割合が10％以上である外国法人の発行に係る証券等の取得又はこれら  

の外国法人に対する金銭の貸付 

 ⑷ 海外直接投資の事業実施に必要な調査 

 ⑸ 海外直接投資の事業実施に必要な従業員教育 

 ⑹ 海外見本市、商談会への参加 

 ⑺ 直接輸出入に係る事業 

 ⑻ 中小企業等経営強化法（平成11年法律第18号）に基づく「承認経営革新計

画」又は中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法

律（平成20年法律第38号）に基づく「認定農商工等連携事業計画」に基づ

き、海外において行う事業 

 融資対象６ 

 （健康・働き方） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 従業員の健康づくり、女性活躍、子育て支援、働き方の見直しのために必要な

次に掲げる事業実施に係る運転資金及び設備資金 

⑴ 従業員の健康づくりや女性従業員のキャリアアップに資する研修事業等 

⑵ 従業員の健康保持・増進に資する職場環境の整備事業等 

 ⑶ 女性従業員が働きやすい職場環境の整備事業等 

 ⑷ 託児に係る支援事業等 

 ⑸ フレックスタイム制度やテレワークの導入など多様な労働条件の整備事業等 

 ⑹ 育児・介護等を理由に退職した従業員の再雇用制度や非正規雇用から正規  

雇用への転換制度の整備に係る事業等 

 ⑺ その他、制度の趣旨に合致する事業 

 融資対象７ 

 （未来投資） 

 地域経済牽引事業の実施に必要な運転資金及び設備資金 

 

 

５ 融資条件 

  次の表のとおりとする。 

 融資限度額  １億円（うち運転資金3,000万円） 

 融資期間 

 

 運転資金 ７年以内（うち据置１年以内） 

 設備資金 10年以内（うち据置２年以内） 

 融資利率 

 

 

 保証付き・責任共有制度対象外  年 1.7％以内 

 保証付き・責任共有制度対象   年 1.9％以内 

 保証なし            年 2.2％以内 

 信用保証  取扱金融機関の定めるところによる。 

 返済方法  取扱金融機関の定めるところによる。 

 その他  その他の条件については、取扱金融機関及び保証協会の定めるところによる。 

（注）融資限度額は、従前の産業政策推進資金（特定産業振興融資）、同（フードバレーとちぎ推進 

融資）、同（成長産業創出推進融資）、同（観光とちぎ元気づくり融資）、新事業開拓支援資 

金（海外展開支援関連）の融資残額と合算するものとする。 

 

 



６ 申込みに必要な書類 

  次の表のとおりとする。設備資金については、一般資金（設備）の必要書類と同様とする。 

  書 類 名 

 共通 

 

 県税の滞納がないことを証する書面（県税事務所長発行の納税証明書） 

 許可証等の写し（許可業種の場合） 

 融資対象１ 

 （戦略３産業） 

 

 重点政策推進融資に係る事業計画書（別記様式８－１） 

 県ホームページ上の「とちぎ自動車産業振興協議会」、「とちぎ航空宇宙産業 

振興協議会」又は「とちぎ医療福祉機器産業振興協議会」の直近の会員名簿 

 融資対象２ 

 （未来３技術） 

 重点政策推進融資に係る事業計画書（別記様式８－１） 

 県ホームページ上の「とちぎ未来技術フォーラム」の直近の会員名簿 

 融資対象３ 

 (フードバレー) 

 重点政策推進融資に係る事業計画書（別記様式８－１） 

 県ホームページ上の「フードバレーとちぎ推進協議会」の直近の会員名簿 

 融資対象４ 

 （観光）⑴ 

 重点政策推進融資（観光）認定申請書（別記様式８－２） 

 重点政策推進融資（観光）認定書（別記様式８－３）の写し 

融資対象４ 

（観光）⑵ 

北関東観光連携保証制度に係る事業計画書（保証協会所定様式） 

 融資対象５ 

 （海外展開） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資金使途⑴の場合 

 ・外国における支店等の設置又は拡張に関する計画書（別記様式８－４） 

 資金使途⑵の場合 

 ・海外直接投資に係る証券取得に関する計画書（別記様式８－５） 

 資金使途⑶の場合 

 ・海外直接投資に係る金銭の貸付に関する計画書（別記様式８－６） 

 資金使途⑷・⑸の場合 

 ・海外直接投資の事業に係る従業員教育・調査に関する計画書 

  （別記様式８－７） 

 資金使途⑹・⑺の場合 

 ・海外への販路拡大に係る見本市、商談会への参加及び輸出入に関する計画書 

  （別記様式８－８） 

 資金使途⑻の場合 

 ・各計画承認（認定）申請書の写し 

 ・計画承認（認定）書の写し 

 ・各承認（認定）計画書 

 融資対象６ 

 （健康・働き方） 

 重点政策推進融資に係る事業計画書（別記様式８－１） 

 「とちぎ健康経営事業所」・「えるぼし」・「くるみん」・「男女生き活き企

業」に係る認定書の写し 

 融資対象７ 

 （未来投資） 

 重点政策推進融資に係る事業計画書（別記様式８－１） 

 地域経済牽引事業計画に係る県の承認書の写し 



７ 融資実行に係る手続 

 ⑴ 融資申込先・申込手続については、総則の５に定めるとおりとする。 

 ⑵ 取扱金融機関が提出するべき書類は、総則の13に定めるとおりとする。また、保証付きでない

融資を実行した際は、「融資実行報告書（保証なし分）（別記様式３）」を融資実行翌月10日ま

でに知事に報告するものとする。 

 ⑶ 「融資対象４（観光）⑴」に係る手続は、上記⑴・⑵のほか、次のとおりとする。 

  ① 本融資を受けようとする者は、「重点政策推進融資（観光）認定申請書(別記様式８－２)」 

   を県観光交流課に提出し、事前に審査を受けるものとする。 

  ② 県観光交流課長は、上記申請書に記載された内容を審査の上、適当と認められるときは、 

「重点政策推進融資（観光）認定書（別記様式８－３）」を申請者に交付するとともに、当該

認定書の写しを県経営支援課長に送付するものとする。 

  ③ 本融資を受けようとする者は、交付された「重点政策推進融資（観光）認定書（別記様式８    

－３）」の写しを添えて取扱金融機関に申し込むものとする。 

 



附 則 

 

 

１ この要綱は、令和５(2023)年４月１日から適用する。 

 

２ 令和４(2022)年度栃木県制度融資要綱は廃止する。 

 

３ この要綱の施行前に２の要綱により実行された融資については、なお従前の例による。 

 

附 則（令和５（2023）年５月29日改正） 

１ この要綱は、令和５（2023）年５月29日から施行し、令和５（2023）年６月１日保証申込受付分

から適用する。 

 


